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【手続補正書】
【提出日】平成19年12月10日(2007.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
コンタクト層は、例えば、下部クラッド層の下部に配置することが出来る。しかし、格子
不整合の関係にある結晶基板により近接させたコンタクト層は、結晶基板との格子ミスマ
ッチの影響を受けて、例えば、ミスフィット転位等の結晶欠陥の密度の高い層となる。こ
の様な結晶欠陥の多い結晶層上にオーミック電極を設けたところで、電気的特性に優れる
オーミック電極が安定して得られるとは限らない。例えば、転位を介した局所的な耐圧不
良（local breakdown）を引き起こす電極が帰結されることとなり不都合となる。また、
コンタクト層を、窒素以外の第Ｖ族元素を含む例えば、組成式ＡｌＸＧａＹＩｎＺＮ１－

ａＭａ（０≦Ｘ，Ｙ，Ｚ≦１、Ｘ＋Ｙ＋Ｚ＝１、記号Ｍは窒素以外の第Ｖ族元素を表し、
０≦ａ＜１である。）で表せるＧａＮ系化合物半導体から構成すると、局所的な耐圧不良
の少ないオーミック電極が構成できる利点がある。また、ｎ型コンタクト層の膜厚を、１
μｍ以上と厚くすると、順方向電圧を低減させるに効果を上げられる。３μｍ以上の層厚
とすると、却って、表面の平坦性が悪化するため、密着性の強いオーミック電極を設ける
に支障を来す。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
この様な、部分的に膜厚を薄くした、層厚の不均一な井戸層は、それを成膜する際の成膜
系への第Ｖ族原料の供給方法を独特とすることで形成され得る。例えば、ＧａＹＩｎＺＮ
（０≦Ｙ，Ｚ≦１、Ｙ＋Ｚ＝１）からなる井戸層を成膜するに際し、成膜中に常時一定の
量の窒素の原料を供給するのではなく、経時的に窒素の原料の供給量を変化させると形成
できる。特に、窒素原料の供給量を周期的に減少させると効率的に形成できる。井戸層を
成膜するための成長時間内に於いて、例えば、１秒間毎に供給する窒素原料を増減させる
。減少させるとしても、成長層から窒素の揮散を防止できる供給量は維持する。窒素原料
が不足した成長環境をより長く継続すると、層厚の薄い領域を同一の井戸層内により多く
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形成できる。構成元素としての窒素の不足が超時間に亘ると、第ＩＩＩ族構成元素が凝縮
して液滴となる度合いが高まり、その液滴の周囲では、第ＩＩＩ族元素が不足するため、
従って、形成される膜の膜厚は薄くなると推定される。井戸層内部の層厚の薄い領域の存
在とその領域の層厚は、例えば、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）を使用した断面ＴＥＭ技法
で、井戸層の断面を観察すれば知れる。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
本発明の量子井戸構造をなす井戸層の層厚は、１ｎｍ以上で１５ｎｍ以下とするのが適す
る。障壁層の層厚は、１０ｎｍ以上で５０ｎｍ以下とするのが適する。障壁層の層厚を、
井戸層の層厚に対応して減ずる必要は必ずしも無い。量子井戸構造を構成する井戸層の数
は、５以上で２０以下とするのが適当である。本発明に係わる井戸層の層厚は、領域的に
不均一であるため、井戸層の数が増加すると共に、井戸層の層厚の不均一さに起因する、
量子井戸構造の発光層の表面の凹凸は増加する。従って、層厚が厚い井戸層を用いる場合
程、量子井戸構造の構成に用いる井戸層の数は減少させると、発光層上に表面の平坦な上
層、例えば、ｐ型上部クラッド層を形成するに好都合となる。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
また、金属酸化物膜を電極の構成要素とすることにより、発光の透光性をより向上させた
ｐ型オーミック電極を形成できる。透光性に優れるｐ型オーミック電極を構成するに寄与
できる金属酸化物として酸化ニッケル（ＮｉＯ；必ずしも組成比は正確に１：１とは限ら
ない。）や酸化コバルト（ＣｏＯ；必ずしも組成比は正確に１：１とは限らない。）を例
示できる。これらの金属酸化物膜は、ＧａＮ系或いは燐化硼素系化合物半導体コンタクト
層の表面に接触させて設けた金（Ａｕ）膜或いは金合金膜の上に積層されて設けられてい
るのが望ましい。この様な金属酸化物膜を含む重層構造の電極は、予め、Ａｕ層と、Ｎｉ
またはＣｏの層とを、順次、積層させておき、次に、その積層体を、酸素を含む雰囲気中
で酸化すれば作製できる。或いはまた、積層順序を逆にして、Ｎｉ膜またはＣｏ膜を先に
被着させ、次にＡｕ膜を積層して、酸化処理を及ぼしても、最終的には、コンタクト層側
に接触する側をＡｕ層とし、その上層をＮｉまたはＣｏの酸化物層とする透光性電極を形
成できる。これは、ＮｉやＣｏ等の遷移金属は、金（Ａｕ）に比較すれば、酸化され易く
、且つ拡散し易いことに起因していると想到される。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
何れの平面形状の透光性電極にあっても、開口部は、コンタクト層を経由して、発光層の
全面へ均等に素子駆動電流を拡散できる様に設ける必要がある。このため、開口部以外の
領域は、互いに連結されて電気的に導通されている必要がある。本発明の透光性電極は、
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開口部以外に残置された電極部位も発光を透過できる金属薄膜層から形成されているため
に、それ自体、透光性に優れるものとなっているが、加えて開口部を設けているために更
に、発光を外部へ透過する機能を備えたものとなっている。開口部が占める平面積を大と
すれば、透過性が増大し、高強度のＧａＮ系半導体発光素子を構成するに優位であるが、
逆に、電極の敷設された領域が減少するため、素子駆動電流を拡散できる領域が減少する
。従って、開口部の占める表面積的な比率は、素子駆動電流を十分に平面的に拡散でき、
尚且つ、発光の高い透過性を維持するために、コンタクト層の表面積に対して３０％から
８０％とすることが望ましい。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
そもそも、それ自体、発光の透光性を有する本発明の透光性の電極には、その一部の領域
に、素子駆動電流を供給するための導線を、直接、結線することができる。従来では、透
光性電極の一部を除去して、コンタクト層等を露出させ、その露出させた半導体層上に結
線用の台座（ｐａｄ）電極を敷設し、そこに結線するのが一般的となっている。一方、本
発明の透光性電極には、上記の如く開口部が設けられており、その開口部に導線を埋め込
めば、台座電極を設ける必要も無く、また台座電極へ結線する必要も無く、透光性電極へ
素子駆動電流を直接に、しかも簡便に供給できる。この際、開口部は、周囲に残置された
透光性金属膜電極に囲まれた窪地となっているため、凹地を目がけて圧着されたワイヤ（
ｗｉｒｅ）導線は周囲の金属膜電極材料により強固に固着される。
 
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
特に、透光性オーミック電極を構成する金属、その合金と同一の材料から金属膜を利用し
て反射鏡を構成することとすると、工程的に簡便に外部への発光の取り出し効率に優れる
ＧａＮ系化合物半導体発光素子を形成できる。例えば、パラジウム（Ｐｄ）やロジウム（
Ｒｈ）または白金（Ｐｔ）等の金属膜は、透光性電極及び反射鏡を構成するに共通する材
料として好適に利用できる。また、この様な金属膜を利用して構成した多層構造の反射膜
も発光を外部へ反射できる反射鏡として有益となる。多層構造の反射鏡にあって、透光性
電極を構成するのと同一の材料からなる金属膜を、結晶基板の裏面に直接、被着させて設
けると、即ち、透光性電極と対向する様に設けると、反射効率に優れる多層構造反射鏡を
構成するに優位となる。多層構造となして、多重に発光を反射させることにより外部への
発光の反射効率を向上させられるからである。多重構造の反射鏡を構成する各金属膜の膜
厚は、発光層から出射される発光の波長の長短に応じて変化させる。より長い波長の発光
を反射させる場合には、膜厚のより厚い金属膜をもって、多層構造の反射鏡を構成する。
多層構造の反射鏡を構成するに好適な金属膜の膜厚は、発光波長（＝λ）のλ／４で与え
られる。
 
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００４１】
本発明は、層内に、部分的に、層厚が薄い領域と、厚い領域とを含む不均一な層厚の井戸
層を含む量子井戸構造の発光層であり、高い強度の発光をもたらす作用を有する。
 
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
（実施例４）
実施例４では、ｎ型ＧａＮコンタクト層のキャリア濃度は６×１０１８ｃｍ－３とし、膜
厚は３μｍ、活性層はＩｎＧａＮ井戸層に膜厚３ｎｍの厚膜部と膜厚１．５ｎｍ以下の薄
膜部を持つ多重量子井戸構造とし、また、ｐ型ＧａＮコンタクト層のキャリア濃度は５×
１０１７ｃｍ－３とした以外は、実施例１と同じ積層構造を持つウエーハに、全く同じ手
順で、Ａｕ／ＮｉＯからなる構造の電極を作製した。電極のパターンを変え、図３に示す
ようなくし型のパターンを用いた。電流２０ｍＡにおける駆動電圧は３．３Ｖであり、出
力は６ｍＷであった。
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